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指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名
業 者 名 住 所

山政建設株式会社 香川県木田郡三木町鹿伏４０２－１

２．指名停止措置期間
令和６年１１月１５日 から 令和６年１２月１４日 まで（１ヵ月）

３．指名停止措置の範囲
四国地方整備局管内

４．事実概要
令和５年１２月１５日、山政建設(株)が元請として受注した香川河川国道事務

所発注の「令和４－６年度 大内白鳥ＢＰ帰来改良外工事」において、一次下請
の作業員が現地作業車との接触により負傷する事故が発生した。
その際、同社の監理技術者は、事故の発生を把握していたにもかかわらず同社

への報告を行わなかったため、土木工事共通仕様書に定められた受注者からの監
督職員（発注者）への連絡が行われなかった。

５．指名停止措置理由
上記事実については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第１

第４号及び「地方整備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領」別表第１第４号に該当する。

指名停止措置要領 別表第１
措 置 要 件 期 間

（契約違反）

４ 第２号に揚げる場合のほか、地方整備局発注工事の施工に当たり、契約 当該認定をした日から

に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 ２週間以上４ヵ月以内

問い合わせ先（○主な問い合わせ先）
・指名停止措置について

四国地方整備局 総務部契約課 ０８７－８１１－８３０３（直通）
契約課長 山本 隆

○建設専門官 森﨑 貴司
・事実概要について

四国地方整備局 香川河川国道事務所
○副所長（道路） 横田 直紀 ０８７－８２１－１５６１（代表）
工務第二課長 阿部 浩之 ０８７－８２１－１６２０（直通）


